
 

令和６年度 帰国・外国人教育相談室 補習教室講師（登録者）募集要領 

   

１ 職  名  補習教室講師 

 

２ 登録資格   小学校全科の教員免許、または、中学校の担当教科の教員免許を 

持っていること 

 

３ 登録期間  令和６年４月１５日（月）～令和７年１月１０日（金） 

 

４ 勤務場所  （１）世田谷区立梅丘中学校内（世田谷区松原６－５－１１） 

        （２）帰国・外国人教育相談室長が指定する場所 

 

５ 勤務時間数及び日数  帰国・外国人教育相談室長が指定する日・時間 

 

６ 報  酬  １時間単価 ２，５００円 

※ 補習教室は１回あたり２時間です。 

※ ご自宅から勤務場所までの往復交通費を含みます。 

※ 源泉徴収税及び復興特別所得税を別途控除します。 
 

７ 勤務内容  帰国・外国人教育相談室の補習教室における講師（日本語・国語・算数・

数学・理科・社会） 

※ 日本語の理解が不足している児童・生徒を対象に、通常の学校の授業

内容を日本語で理解できるようにするための補習授業を行う。 

※ 補習教室は、原則として学校の長期休暇を除く水曜日の午後５時～７

時、土曜日の午後２時３０分～４時３０分に開催する。 

※ 水曜教室、土曜教室いずれも年に２２回ずつ開催する（予定）。その他

研修日２回（予定）。 

※ その他、帰国・外国人教育相談室長の指定する小・中学校において、

訪問指導等を行うことがある。 
 

８ 登録方法  募集期間内に下記提出先へ「講師登録申請書」（所定の様式あり）及び「履

歴書（顔写真貼付）」を郵送、またはご持参ください。なお、履歴書には

お持ちの教員免許の種別を明記してください。 

 

９ 採  用  今回の募集は「講師の登録」となります。登録後も採用とならない場合が

ありますのでご注意ください。 

 ご登録いただいた方については、帰国・外国人教育相談室において補習

教室講師任用の必要が生じた際に、担当する教科等を考慮し、下記担当所

管より採用面接のご連絡を差し上げることになります。このため、採用面

接の時期等は現時点では未定です。 
 

10 提出先及び問合せ先 

世田谷区教育委員会事務局学務課就学係 

〒154－8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

電話 ５４３２－２６８３ 


